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陳情第８７号 「二子一丁目－1135-1 宅地造成計画」における総合

調整条例に対する不誠実な事業主の対応・開発計画

の危険性に関する陳情 

 資料１ 開発計画の概要・総合調整条例・開発行為の手続き等の経過 
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陳情第８７号 「二子一丁目－1135-1 宅地造成計画」における総合調整条例に

対する不誠実な事業主の対応・開発計画の危険性に関する陳情 

開発計画の概要 

１ 事業者 

住所 東京都世田谷区等々力５丁目４番１５号 

氏名 株式会社 東横建設 代表取締役 炭谷 久雄 

２ 設計者 

  住所 東京都東大和市清原４丁目８番２１号 

氏名 株式会社 藤和設計 代表取締役 星野 恭裕紀 

３ 工事施工者 

未定 

４ 事業計画の名称 二子一丁目宅地造成 

５ 事業区域の位置 川崎市高津区二子一丁目１１３５番１ 

６ 地域地区等 

  第一種住居地域、建ぺい率６０％、容積率２００％、第３種高度地区、 

  日影規制 ４時間／２．５時間・４ｍ 

７ 事業区域の面積 １，１１７．７４㎡ 

８ 敷地面積    ７０．０４㎡～７２．０２㎡ 

９ 予定建築物の用途及び戸数  一戸建て住宅、１３戸 

１０ 予定建築物の階数  地上２～３階 

１１ 予定建築物の高さ  １０ｍ以下 

１２ 予定工事期間  平成２９年９月上旬～平成２９年１０月下旬 

総合調整条例・開発行為の手続き等の経過 

平成２８年 ８月 ４日 開発行為・事業者が市へ事前相談書を提出 

      ９月１４日 総合調整条例（＝以下「条例」）・事業者が市へ事前届出書を提出 

１０月２８日 条例・事業者が市へ事業概要書を提出 

     １０月３１日 条例・事業者が隣接住民へ事業計画通知書を通知 

 条例・事業者が標識を設置 

     １１月 ２日 条例・事業者が隣接住民へ個別説明を開始 

平成２９年 １月１６日 条例・隣接住民が事業者へ要望書を提出（１通） 

      ６月２４日 条例・事業者が隣接住民へ要望書に対する見解書を通知 

      ７月 ６日 条例・事業者が市へ説明報告書を提出
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資料３
市道溝口３３号線（認定幅員3.64～4.00m）
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　造成計画平面図　縮尺1/200　　　５
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資料６
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　造成計画断面図　縮尺1/200　　　６


